
【
第
10
回
委
員
会
】

・
第
38
回
日
野
町
解
放
文
化
祭
の
開
催
に
つ
い
て

　

10
月
10
日
（
土
）
・
11
日
（
日
）
に
下
榎
隣
保
館
・
集
会
所
お
よ
び

老
人
憩
の
家
を
会
場
に
開
か
れ
る
今
年
の
解
放
文
化
祭
に
つ
い
て
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。

催
し
物　

餅
つ
き
、
そ
ば
の
賞
味
会
、
演
奏
会
、
演
芸
会
、
学
習
会
・

　
　
　
　
講
座
な
ど
の
作
品
展
示
ほ
か

人
権
講
演
会　

講
師
：
大
柄
瑞
穂
さ
ん
（
根
雨
小
学
校
）

　
　
　
　
　
　
演
題
：「
し
な
や
か
に
　
た
く
ま
し
く
　
命
輝
か
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
き
抜
く
子
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
子
育
て
か
ら
学
ん
だ
こ
と
～

・
学
校
教
育
法
等
の
改
正
に
つ
い
て

　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
改
正
が
あ
り
、
平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。
主
な
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
小

学
校
・
中
学
校
・
特
別
支
援
学
校
に
加
え
、
義
務
教
育
学
校
（
小
中
一

貫
校
）
を
制
度
と
し
て
加
え
た
も
の
。
い
わ
ゆ
る
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
へ
の

対
応
が
大
き
な
目
的
で
す
。

・
鳥
取
市
立
湖
南
学
園
研
究
発
表
会
に
つ
い
て

　

11
月
に
実
施
さ
れ
る
小
中
一
貫
校
の
湖
南
学
園
の
研
究
発
表
会
に

教
育
委
員
が
参
加
し
ま
す
。

・
高
知
県
香
南
市
夜
須
町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
の
視
察
受
け
入
れ
に
つ
い
て

　

保
小
中
一
貫
教
育
に
関
す
る
視
察
を
10
月
23
日
に
受
け
入
れ
、
意
見

交
換
し
ま
す
。

《
次
回
の
予
定
》

日
時
：
平
成
27
年
11
月
６
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
～

場
所
：
役
場
第
1
会
議
室

※
会
議
は
公
開
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
お
で
か
け
く
だ
さ
い
。

　

10
月
６
日
に
第
10
回
の
教
育
委
員
会
を
開
き
、
次
の
議
案
な
ど

に
つ
い
て
協
議
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
27
年
第
10
回
教
育
委
員
会  

開
催

☆このフィールドワークの結果は、10 月 24 日（土）の日野高校学校祭で発表する予定です。
ぜひご覧ください。お待ちしています。

　9 月 8 日、台風接近で小雨のぱらつくあい

にくの天候でしたが、日野高校 1 年生が、根

雨のまちなかでフィールドワークにチャレン

ジしました。テーマは「いろいろな仕事を知る」

こと。教室で習うだけでなく、実際に働いて

いる人と話をすることで、いろいろな側面か

ら「働く」ということを理解しようというの

が目的です。加えて、いつもは周りに家族や

先生くらいしか大人がいない環境で生活して

いる高校生に、“「他人の大人」とどうやって

会話を成立させるか？”そのイメージを体験

してもらうことも目的としています。最初は、

声も小さく、インタビューにも戸惑いを感じ

ていたようですが、訪問した事業所のスタッ

フの皆さんに励まされ、みんな無事にインタ

ビューを終えることができました。

　また、翌週 15 日には、日南町や江府町、

黒坂地区にもフィールドを広げました。同じ

くそれぞれのグループに分かれ事業所でイン

タビューを行いましたが、前回の反省を踏ま

え、インタビュー能力がバージョンアップ！

たくさんのグループで事業所の方とコミュニ

ケーションがとれている様子が見られました。

　なお、この授業には、サポーターとして役

場の皆さんや江府町を訪問していた大学生グ

ループにもお手伝いいただきました。ありが

とうございました！

22きらりと光る　まち　日野町

日野高校魅力向上コーディネーター　片平　誓子

働くって、社会に出るってどんなこと？
～日野高校１年生がフィールドワークに挑戦～

〝
地
域
を
知
る
・
地
域
と
つ
な
が
る
〟

日
野
高
校
活
動
紹
介

▲ この仕事を選んだ理由などをインタビュー
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農地台帳の公表について
　農地法の改正により、市町村および農業委員会で管理している農地台帳をインターネットで公表

することが義務付けられました。新しく農業を始める人や農業の規模拡大をする人に対して、土地

所有者の個人情報を除く農地情報を航空写真などで視覚的に見られるようにして、インターネット

上で公表する「全国農地ナビ（農地情報公開システム）」が開設されました。

　農地中間管理機構が借り手・買い手を募集している農地など、希望の条件で農地を検索すること

もできますのでご活用ください。

　また、現在実施中の農地パトロールで耕作放棄の見込まれる農地について、将来的にどう管理し

ていくのか土地所有者の意向を調査し、農地情報公開システムに反映していくことになります。意

向調査については順次実施していく予定ですので、ご協力をお願いします。

農地台帳
　市町村の農業委員会が作成、管理する台帳です。各農家の世帯員・就業状態・営農状況・経営面積な
どが記録されています。なお、台帳は農地法により作成、管理することが義務付けられています。

全国農地ナビの
ホームページアドレスはこちら
http://www.alis-ac. jp/

農業委員会総会報告
　毎月、総会を開催し、農地に関連したさまざまな案件を処理しています。

8 月、9 月の協議案件についてお知らせします。

　8 月 7 日（協議）　・秋の農作業標準賃金について
　　　　　　　　　   ・農地パトロールについて
　9 月 8 日（協議）　・農地パトロールについて

【問合せ】　農業委員会（電話 72-2103）


